
第３５号議案 

 

     八王子市斎場条例の一部を改正する条例設定について 

 

 八王子市斎場条例の一部を改正する条例を次のとおり設定するものとする。 

 

  平成３０年２月２６日 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志 

 

 

   八王子市斎場条例の一部を改正する条例 

 八王子市斎場条例（昭和３９年八王子市条例第１６号）の一部を次のように改

正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

別表（第７条関係） 別表（第７条関係） 

 区分 単位 使用料   区分 単位 使用料  

   市内住民

等に係る

もの 

市外住民

等に係る

もの 

    市内住民

等に係る

もの 

市外住民

等に係る

もの 

 

 （略） （略） （略） （略）   （略） （略） （略） （略）  

 待合室 通夜の執行又

は告別式若し

くは火葬の待

時間に係るも

の１室につき 

10,000 20,000   待合室 告別式又は火

葬の待時間に

係るもの１室

につき 

10,000 20,000  

 （略） （略） （略） （略）   （略） （略） （略） （略）  

  

  
   附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 


